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講師自己紹介

名 前

小 川 逸 朗
（おがわいつろう）

昭和３０年７月２５日
（68歳）

北海道夕張市出身
未年生まれ
獅子座

小川逸朗行政書士事務所
元警察官で・行政書士
相続･遺言アドバイザー 小川逸朗
経歴昭和55年北海道警察を拝命し平成２４年
に退職して現在に至る

今は高校生と中学生の親として日々奮闘して
います
その他は、警察官という経験を生かして、ＤＶ、
イジメ、セクハラ、パワハラなどのこまりごともメ
インで行っています。
趣味は釣りでワカサギからサケマス・タコイカま
で釣りをしていました。



みんなの相続
相続の問題は、相続税だけではありません

「相続＝相続税」といった感覚ですが

相続は、遺産分割といった問題も秘めています。

昔は、家督相続が一般的であり「長男が家を継ぐ」こ

とが慣習でした。

しかし、現在では、相続人それぞれが法定相続分を

主張するケースが一般的となってきています。そう

いった仲で「争族」などの争い事が起きるケースも多

くなっています。
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令和4年の６５歳以上の人口は

•日本の人口は

• 1億2617万人で、

前年に比べ減少

（２４万人）

• ６５歳以上が３589万人

以上実に４人に１人以

上の28.4％となっている
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✓ 自分を見つめて心の整
理をすると

✓ 配偶者・子供の事を考
えていますか

✓ いつまで健康ですか

✓ ８５歳以上の４人に１
人が認知症を発症

✓ 家族と相談しています
か自分の財産とは何で
しょうか



２０２３年日本の高齢者の実態

• 85歳以上の方で認知症を発症

• 85歳~89歳では、80歳前半の約2倍で認知症を

発症

• 90歳~94歳では全体の約6割、95歳以上では

約8割が認知症を発症

•ただし、認知症は年齢だけでなく、遺伝や生活

習慣などによっても発症する可能性があるた

め、予防には注意が必要です
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https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/dementia/2466
https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/dementia/2466
https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/dementia/2466
https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/dementia/2466
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=WwE9LLpYbVZTIDMI
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=WwE9LLpYbVZTIDMI
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=WwE9LLpYbVZTIDMI


認知症の危険性

平成２６年３月１８日の
北海道新聞の記事から

• 民事で訴えられた
• 訴状が判断出来なかった
• 裁判に欠席した自動的に
• 敗訴が確定

• 裁判所がお墨付きを与え
た

• その結果 自宅競売に



平成47年にはこうなる日本の人口
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２０年後の統計予想

平成２６年４月１２日の北海
道新聞の記事から

道内は全国でも５番目の超
高齢社会に向かっています。

2022年で日本は82万人が

減って毎年佐賀県山梨県が
消滅しているのが現実



私の周りは 超高齢社会
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平成23年9月23日
北海道新聞の記事

• 核家族では
• あなたの遺品は
• 誰が整理するの
• 現実は

• 迷惑は掛けたくな
いと言っても

• 身内の誰かがやら
なければならない



遺言や尊厳死宣言に公正証書
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ぴんぴんころりの実践

• 65歳でリタイア今後２０年

生活その時の生活費は準

備出来ていますか

•自分のゴールは何処は想

像していますか

• その時周りに迷惑を掛け

ないために

•準備していますか
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85歳以上の認知症は

➢皆さんの周りに認知症
になった人

➢介護を受けている人

➢これから自分もそうな
る姿を想像出来ます
か

➢可能性が高いことを理
解していますか。



エンディングノート （遺言とは違う）

• いざというときに

•家族に伝えたい

• メッセージを残すもの

•判断力・意思疎通能力

の喪失

•病気になったときに

•希望する内容を書く
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➢病気になったときの延命
措置を望む望まない

➢自身に介護が必要になっ
た際に希望すること

➢財産・貴重品に関する

➢情報

➢葬儀に対する希望

➢相続に対する考え方

➢プロフィール・自分史

➢家系図



遺産相続なんて

お金持ちだけが
関係ある事でしょう

と
おもっていませんか



相続 これからが本題

• 相続は避けてとおれない

• 「争族」になる原因はほとんどが

「心の問題」
• 金額の問題ではなく税金の問題でもない 何が原因かは

• 子供の頃から仲が悪かったとか

• 離婚している前妻に子供がいる(私も同じ)

• 財産は不動産のみで現金がない

• 子供がいないご夫婦(これが一番危ない)
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法律は
「弱い人の味方」

ではなく
「正しく知っている」
人の味方」です



磯野藻屑源素太皆磯の家
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相続人関係説明図



相続の問題と「相続税」の問題は違う

全国 北海道

年間
死亡者数

1,372,755人 65,078人

相続税
申告人数

120,372人 2,858人

相続税
申告率

8.3％ 4.1％

2019年



身近に潜む争族問題

•財産少なくても「争族」のおそれ

•基礎控除４０％カットで相続税を支払う

人が２倍になります。

•そうして富裕層は増税に遭い，サラリー

マンでも相続税対象者が急増する

•今まで「関係ない」と思っていたあなた

にも 相続税問題は忍び寄ります
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相続税大増税



相続財産の内訳 過半数は不動産
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財産1000万円以下で３１％もめている

家事相談件数の
約３件に１件は
相続トラブル

相続裁判の
75.8％は相続税

がかからない家庭
のトラブル



相続問題の本音は

•自分の心を整理していますか

• 「争族」になる原因は「心の問題」

•相続税の問題ではない

•でもお金がかかるのが現実です

•なぜなのか、財産の半分以上が簡単に分

割出来ない不動産だからもめるのです。
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相続の遺産分割

•相続対策は資産家だけの話ではありま

せん 相続財産の内訳

✓特定の誰かに多く財産をのこしたい

✓次男に遺す財産がない など

✓１つしかない自宅について

各相続人が権利を主張する
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トラブル原因ＮＯ１は間違いなく不動産

相続トラブル全体の８６．４％が不動産です

最高裁判所司法統計年報を参照



相続のトラブル件数 2019年
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相続でトラブルになるのは

トラブル原因はなにが多い

相続する人を決めていない

相続のトラブルの殆どが感情のもつれ

トラブルの８６パーセント以上が不動産

自筆証書遺言と実際の検認手続きは



相続でトラブルになるのは

相続発生時に慌てるのが

◎預貯金が下ろせない

◎不動産の名義変更が出来ない

◎名義が共有名義になっている

◎誰に相続させるか決めていない

◎行方知らずの子供がいる



遺言書の種類 メリッとデメリット

メリット デメリット

自筆証書遺言書

・費用がかからない
・簡単に作成できる
・遺言の作成・内容を
秘密に出来る
・簡単に書き換えることができる

・要式が欠け、
無効となるおそれがある
・滅失・改ざん・不発見の
おそれがある。
・執行に費用・時間がかかる
・文字がかけないと利用できない。

公正証書遺言書

・確実に遺言を残すことができる。
・紛失・改ざんのおそれがない。
・執行がスムーズ
・遺産分割協議不要
・自署できない方でも利用できる

・公証人手数料等費用がかかる

・手間がかかる

・内容を公証人と証人に知られる。

秘密証書遺言書 ・内容を誰にも秘密にできる。

・費用がかかる
・執行に費用・時間がかかる
・遺言を残したこと自体は
知られてしまう。
・内容に不備がある可能性がある。
・紛失・改ざんの恐れがある

http://www.asunaro-souzoku.jp/category/1569371.html
http://www.asunaro-souzoku.jp/category/1569373.html
http://www.asunaro-souzoku.jp/category/1569374.html


遺言書 準備不足だとこんな問題が

•相続のほとんどが「心の問題」

•うちにはもめるほどの財産がないから

でも遺留分を無視は出来ません

•関係のない（相続人以外）が口を出して

争いを大きくすることも

•兄妹は他人の始まりは本当だった？
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遺言の４大効果

•自由な遺産分割が可能

•遺産譲渡が可能

他人にも遺産贈与が出来る

•相続争いの回避

•遺産分割手続きの迅速化





自筆証書遺言の落とし穴

✓ パソコンでつくれない （財産目録はOK）
✓ 要件を満たさない遺言は無効になる
✓ 第三者によって変造・偽造される可能性がある
✓ 遺言の紛失が多い （法務局に預りが出来る）
✓ 遺言書の「検認」手続きが必要(相続人全員が

そろって家裁に申し立て)

✓ 検認後遺言執行者の選任申し立て

✓ 執行者が決定した後、財産目録の作成と遺言
の執行準備

✓ 遺言の執行と各種手続きを行う



次のような方は遺言が必要

✓子供のいない夫婦 （絶対必要）

✓配偶者の連れ子がいる方

✓相続人が多数いる方

✓介護の必要な家族がいる方

✓内縁の妻や認知していない婚外子がいる方

（特に会社の財産を確実に承継したい方）

✓後継者に財産を残したい方

✓財産の散逸を防ぎたい方
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時間とコストはかかるが
安全性抜群「公正証書遺言」

•要件の不安がなく、確実な遺言を

行うことが出来る

•第三者によって変造偽造される

危険性がない

•字が書けない人も利用できる

•遺言書の「検認」手続きが不要



最近欠点だらけの公正証書遺言が出てきた

•公正証書は公証人役場で作るが完璧なのか

•公正証書でも完璧な物が出来ないのは

•一般人が公証人役場に出向いて遺言を作成しても、

遺言作成者が要求しない内容は遺言に残らない

•つまり、一般の方が公証人役場で作っても、遺留

分や補充的遺言が無い遺言書はトラブルの原因



長女

亡父

平成２５年相続 相続時点の財産額
現金１000万円ところが
2,000万円の不動産が

生前に贈与されていた
事が判明した

１／５

次女長男次男参男

１／５ １／５ １／５ １／５

次男が父親と同居してた



不動産トラブル事例

•幼いときから兄弟仲が悪かった

•更に配偶者も口を挟みだした

•相続発生、手続きが

困難・長期化している。

•親族間での調停が増えている
2019年 一年でも７２24件発生している

兄弟姉妹でバトル勃発



長女

亡母

平成２５年相続 相続時点の財産総額
不動産価値700万円

１／５

次女３女長男次男

１／５ １／５ １／５ １／５

長男夫婦が母親と同居して、介護の面倒を一切見てきた



不動産トラブル事例

姑と嫁のバトル勃発

•息子はきちんと供養されているのか

•母親の思いが通じていないと

•現在は双方とも休戦状態だが

•相続手続きは進んでいない



義母

長男
が死亡

配偶者

平成２３年長男
が死亡したので
相続が始まった

相続時点の財産総額
死亡保険金     １，６００万円
厚生年金遺族金    ６００万円
預貯金     ６００万円
不動産時価  ２，５００万円

合計５，３００万円

１／３

２／３



不動産トラブル事例

•長兄が先に亡くなっていて代襲相続

が発生

•長兄には、認知した子供がいた

•長女が外国に居住しているため

どう手続きするのが分からない

長兄に隠し子が・・・・・



亡母

平成１４年に母親
の相続が発生した

次男

長男

長女

元配
偶者

元配
偶者

元配
偶者

内縁
関係

子
供

子
供

子
供

認知した子供

分かれた子供

分かれた子供

配偶
者

海外居住している
平成１３年に死亡



遺言が効果的な事例

相続法改正で「特別寄与料」制度が新設されたがトラブル
を避けるなら遺言書が効果を発揮します



現状は空き部屋が多く節税にならない

日本全体の空き家総数は819万戸うち賃貸は429万戸
安易な考えでアパートを建てても節税にならないし管理が大変



名義変更していない不動産

2023年から相続3年以内に名義変更が義務付け



当人が使えないお金は贈与税がかかる

勝手に本人以外が預金しているのは贈与とならない



遺言と保険が効果的な事例

家督相続は存在しない。遺言書の準備をしておかないと
相続する人たちがトラブルに巻き込まれる



プロがつくる公正証書遺言とは

•要件の不安がなく、確実な遺言を行

うことが出来る

•第三者によって変造偽造される危険

性がない

•字が書けない人も利用できる

•遺言書の「検認」手続きが不要



つまり 公正証書遺言を作っても

•自分の思いだけで遺言書を残しても遺留分などを

無視した内容では。残された方々がトラブルに発

展する

•公正証書を作る際も、不動産の評価基準や預貯金

等の総額を表して、誰に相続するのかを決め、遺

言の内容を精査する必要があります。

• その際に我々の相続専門の行政書士か税理士等

のフィルターを必ず通す事をすすめます



最後に 遺言を作る意義とは

•遺言は生前に、残された相続人にトラブルを

起こしてもらいたくないために元気なうちに作

る

•認知症になってからでは遺言は作れない。

•金銭的な問題では無く心の問題を整理して

作ることが大事

•遺言は皆様の思い思いを形に残すためにお

こなうのです。
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